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【主要事業の概要】
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主な事業名

【 法 人 の 概 要 】

代 表 者 名

設 立
目 的
経 緯
概況等

www.kiyosatonomori.co.jp

出資者名

北杜市高根町清里3545-1 電 話 番 号

2 念場ヶ原山保護財産区

所 管 部 （ 局 ） 課

所 在 地

内容
事業費（単位：千円）

千円

千円

県有林課

3,000

前山堅二

監査役（監事）（非常勤）
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1取締役（理事）（常勤）

4
0

別荘地管理事業
（共益費）

受託事業 県からの委託を受け、地域の文化振
興を図るためのコンサートや木工・陶
芸教室の開催並びに緑地帯の管理受
託
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0551-48-3151

E-mail ア ド レ ス

清里の森は、地域の特性を生かした保健休養的で多様な活用を推進することによって、地域の経済的・文化
的な振興並びに県有林経営の活性化を図ることを目的とした県有林の高度活用事業のひとつとして山梨県が
設置したものであり、別荘地区とテニスコートや芝生広場等のセンター施設地区からなる保健休養施設であ
る。㈱清里の森管理公社は、この「清里の森」を管理経営し、別荘利用者及び一般来訪者に対し、様々なサー
ビスを提供することにより、同事業の目的の達成に資するため設立された。
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center@kiyosatonomori.co.jp

資本金（基本財産） 10,000 千円 設 立 年 月 日 昭和60年4月10日

出資比率
1 山梨県 4,500 千円

出資額

30.0 ％
3 株式会社　清里の森管理公社 2,500 千円

0.0 ％千円
0.0 ％
0.0 ％
0.0 ％千円

千円

千円 0.0 ％
9 千円 0.0 ％

0.0 ％
その他 団体（者） 千円 0.0 ％

H１８年度 H１９年度 H２０年度

51,46651,498 51,461

52,322

別荘地区内の道路など共用部分の維
持管理業務

14,155

年度

施設管理運営事業
（１．３を除く全て）

テニスコート、パークゴルフ場、音楽堂、工
房、駐車場、噴水・芝生広場、テナント施設
などの管理・運営及び別荘入居者への
サービス・仲介業務
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【経営の状況】 （単位：千円）
１８年度 １９年度 ２０年度 増減（２０－１９）

20,342 18,226 14,155 △ 4,071
53,987 52,893 52,322 △ 571

0
0

53,215 54,866 52,660 △ 2,206
127,544 125,985 119,137 △ 6,848
48,635 49,958 49,693 △ 265
70,893 68,102 63,681 △ 4,421

119,528 118,060 113,374 △ 4,686
8,016 7,925 5,763 △ 2,162

4 516 0 △ 516
0

3,159 2,651 1,627 △ 1,024
4,861 5,790 4,136 △ 1,654

16,978 21,839 27,629 5,790
21,839 27,629 31,765 4,136
21,839 27,629 31,765 4,136

１８年度 １９年度 ２０年度 増減（２０－１９）

49,803 59,505 56,608 △ 2,897
16,044 17,435 22,558 5,123
65,847 76,940 79,166 2,226
14,671 22,415 19,725 △ 2,690

0
13,337 13,396 14,176 780

0
28,008 35,811 33,901 △ 1,910
10,000 10,000 10,000 0

△ 2,500 △ 2,500 0
27,839 33,629 37,765 4,136
37,839 41,129 45,265 4,136

（単位：千円）
１８年度 １９年度 ２０年度 増減（２０－１９）

0
人件費（派遣法）補助金 0
人件費（派遣法以外）補助金 0
人件費以外の補助金 0

0 0 0 0
0

0 0 0 0
人件費（派遣法）委託金 0
人件費（派遣法以外）委託金 0
人件費以外の委託金 20,342 18,226 14,155 △ 4,071

委託金　計 20,342 18,226 14,155 △ 4,071
20,342 18,226 14,155 △ 4,071

15.9 14.5 11.9 △ 3
0
0

【県の財政的関与の内容・目的】

経常収入　計

その他の経常支出（費用）

経常損益
特別利益（経常外収入）
特別損失（経常外支出）
法人税等

人件費

経常支出（費用）　計

項　　　　　目
受託事業収入
自主事業収入
補助金収入
運用益収入
その他の経常収入

資本金

資産　計
流動負債

うち短期借入金

当期損益
前期繰越利益（損失）

項　　　　　目
流動資産

当期末処分利益（損失）
次期繰越利益（損失）

利益剰余金
資本　計

収
支
状
況

資本剰余金(自己株式）

財
務
状
況

固定負債
うち長期借入金

負債　計

固定資産

県
の
財
政
的
関
与
の
状
況

運営費補助金

県貸付金残高
県債務負担実際残高

負担金
項　　　　　目

事業費補助金
補助金　計

県支出金　計
県の財政的関与の割合（％）

補助金
（事業費）

委託金
地域の文化振興を図るため「森の音楽堂」を使用してコンサートや「森の工房」を使用して木
工・陶芸教室の実施及び芝生広場外緑地帯の管理

項目 内容・目的

補助金
（運営費）

債務負担行為



【自己評価・評点集計】：（経営評価算出表により、法人自らが評価した結果を記入）

評価の視点 評価項目数 満点 評点 得点率

目的適合性 4 16 15 93.8%

計画性 5 20 18 90.0%

組織運営の
適正性 4 16 11 68.8%

財務状況 11 44 38 86.4%

効率性 9 36 20 55.6%

合計 33 132 102 77.3%

【警戒指標】

【出資法人の自己評価】：（各評価の視点毎に、法人自らによる分析・検証の結果及び対応策を記入）

設立の目的である県有林高度活用事業の主旨に沿い、概ね適切な事業展開を行っていると考え
る。

平成18年に見直し策定した中期経営計画（Ｈ２０再改正）に沿い、項目ごとに経営目標を定めて改
善策に取り組んでいる。

効率性

計画性

組織運営の
適正性

財務状況

目的適合性

出資法人の経営の安全性や収益性を問う視
点

出資法人の組織の管理運営上における人的・
物的な経営資源が有効活用されているかを問
う視点

評価ポイント

出資法人が当初の設立目的あるいは公益目
的と適合した業務を行っているかを問う視点

出資法人が長期的ビジョンを持って計画的に
事業運営に取り組んでいるかを問う視点

組織・人事・財務等の内部管理体制が適切に
整備、運用され、かつ情報公開による透明性
の確保が適切であるかを問う視点

対応策

委託事業廃止後の文化振興施設の運営形態の見直しを進め、引き続き地域振興の一助となり、
かつ施設全体の活性化に結びつくような有効活用や賃貸等による収益に繋がる利用法を検討す
る。併せて収益性の高い施設の利用率の向上と別荘入居者のニーズに対応した事業内容の充実
を図る。また、事業内容を見直しながら事業効率を高めるため経常経費の削減を進め効率的な運
営により確実に営業利益を確保する。

機動的、効率的な組織運営を図るため役員の減員や自己株取得を進め、監査機能強化のため外
部から専門職を監査役に登用するなど組織運営は概ね適正と考える。

現状では経営及び財務の健全性は確保されているが、県委託事業費の減少から事業収入が減少
している。

効率性の評価に係る制度設計が必ずしも当社の現況を反映していない面もあるが、管理費の抑制
及び、施設の有効活用と収益性の向上に努力していく。

総合的評価

地域自体の観光客の入り込みが減少傾向にあるなかで、委託料の削減等により経営環境は厳し
い状況下にある。しかしながら経営計画に基づく各対策の確実な実行により経営状況は賢調に推
移していると考える。

経営評価レーダーチャート
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効率性



【法人担当部局の所見】：（法人所管部局による各評価の視点毎の分析、評価）

【総合評価】：（経営評価委員会、経営評価アドバイザーによる総合評価）

【総合所見等に対する今後の対応方針】

Ｃ
（５０％～６０％）

Ｄ
（～５０％）

・県有林高度活用事業として整備した別荘地「清里の森」の運営管理等を行う株式会社であり、財
務状況が良好な一方で効率性は悪いが、概ね健全な経営状況にあるといえる。
・平成１８年度に改定した経営計画に基づき、県の財政支援の縮小、人件費等管理経費の削減、
収入確保策等の検討を行い、営業収益の確保を目指して、経営改革を実施している。
・しかし、冬季の収入が大きく落ち込むことや社会経済情勢の影響を受けやすい事業のため、工
夫したイベントの開催など努力を行っているが、経営基盤の更なる強化が望まれる。
・今後は、これまで以上の営業強化と利用者サービスの向上に努めるとともに、コスト縮減に向け
た不断の見直しが必要である。
・また、職員の意欲向上を図りつつ、人件費総額を抑制する手法や柔軟で活力ある組織体制の構
築に向けた検討も必要となる。

・平成２０年１０月に改正した経営計画（～平成２２年度）に沿って、経営改善に取り組み、県の財政支援の縮小、
繰越利益の増加など成果をあげているところであり、引き続き同計画を推進し、施設の利用率向上などによる営
業収益の確保と、人件費管理経費の削減に努めていく。
・また、同計画の終期が平成２２年度末であることから、さらなる営業強化と利用者サービスの向上に向けた、新
たな経営計画の策定に取り組む。

総 合 的 所 見

※ ラ ン ク 下
の ％ は 得 点
率 の 範 囲

Ａ
（７５％～）

Ｂ
（６０％～７５％）

今後更なる改
善、見直しを
行うべき視点

効率性

総合的評価

　常勤役員数を含め、最小限の人員配置であることから人件費比率等の指標の改善は難しい面
もあるが、経営計画に沿った管理費の抑制などに一層の努力が必要。

　避暑地のレジャー施設であるため、冬期における施設利用が殆ど見込めないこと、屋外施設が
主体であるため、天候の影響を受けやすいこと、別荘区画の販売は、景気の動向を受けやすいこ
となどから、経営基盤はぜい弱である。近年は黒字経営が続いており、財務状況も堅調に推移し
ているが、県の財政的関与が平成２１年度から打ち切りになることなどを踏まえ、平成２２年度を
目標とした現行経営計画の着実な実行はもとより、将来を見据えた次期計画の検討に早期に着
手する必要がある。

    目的適合性    　計画性  　 　組織運営の適正性   　　財務状況   　　効率性　　　　　　

目的適合性

計画性

　別途実施した契約者アンケートにおいて８割を超える方に、満足度について良好な評価を得て
いるなど、設立の目的である県有林高度活用事業の主旨に沿い、概ね適正な事業展開を行って
いると考える。

　平成２０年１０月に経営計画（平成１８年度～平成２２年度）を改正し、新たな数値目標を設定す
るとともに、項目ごとの具体的な取組を定め、経営改善に取り組んでいる。

組織運営の
適正性

財務状況

　職員数が７名と少ないため、定性的評価指標の改善は難しい面もあるが、職員の自主性・創造
性を引き出すための工夫など改善の余地がある。

　資本金の４倍程度の内部留保金もあり、現状では財務の健全性は確保されていると考える。た
だし、平成２１年度からの県の財政的関与（委託事業）がなくなるため、これに対応するための取り
組み（改正経営計画）を着実に進める必要がある。
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